
国立保健医療科学院
生活環境研究部 建築・施設管理研究領域

開原典子

令和６年度生活衛生関係技術担当者研修会

厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）
興行場における衛生的な環境確保のための研究 令和3年度～令和5年度
旅館業法及び興行場法の施設における感染防止対策等を含む衛生管理の推進のための研究 令和6年度～





備 考公布年月日法律名
営業許可昭23. 7.12 法第137号興行場法
営業許可昭23. 7.12 法第139号公衆浴場法
営業許可昭23. 7.12 法第138号旅館業法

営業届出昭22.12.24 法第234号理容師法
営業届出昭32. 6. 3 法第163号美容師法
営業届出昭25. 5.27 法第207号クリーニング業法
営業許可昭22.12.24 法第233号食品衛生法

※ 赤枠内、営業６法
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６，５３４名（前年度＋６名） うち専従者：３４８名（５％、前年度＋６１名）
人数

(５年度末)

以下のいずれかの条件（任用資格）を満たす公務員の中から、都道府県知事等により任命される。

・大学又は専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、水産学、農学､工学、理学又は保健衛
生学の課程を修めて卒業した者

・医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
・国立保健医療科学院において環境衛生に関するコースの課程又はこれに相当する課程を修了した者

資格

・旅館業法施行規則（昭和23年厚生省令第28号）等
・環境衛生監視員の任命について（昭和42年1月11日環衛第7003号厚生省環境衛生局⾧通知）

根拠法令

※ 主に保健所に所属
・理美容所の衛生措置についての立入検査、管理者の設置確認、資格者就業の確認
・火葬場の管理についての立入検査
・興行場の衛生管理についての立入検査
・旅館、ホテル等の衛生措置、構造設備の検査
・公衆浴場の衛生措置、構造設備の検査
・化製場又は死亡獣畜取扱場の衛生措置、構造設備の検査
・クリーニング所又は業務用の車両の衛生措置、クリーニング師の設置確認、苦情対応の確認
・特定建築物の維持管理の状況の検査 など

業務内容



■
・新規営業者等への生活衛生同業者組合等
に関する情報提供

・組合員への衛生情報の周知に係る生活衛生
同業組合の活用

・都道府県生活衛生営業指導センターの活用

■
・自主管理点検表の活用、普及 等

■
・地方公共団体（保健所）の環境衛生監視
員の監視指導の計画的実施

・環境衛生監視指導研修の実施

（注）ソーシャルキャピタルとは、人々の協調行動を活発にする
ことによって、社会の効率性を高めることができる、「信頼」
「規範」「ネットワーク」といった社会組織の特徴をいう。「地
域保健対策検討会報告書」の中で、生活衛生同業組合は
「衛生水準の確保・向上を目的として連帯するソーシャル・
キャピタルの一種」として位置づけ。
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（特定感染症の感染防止への協力に係る留意点）
協力の求めを行うに当たっては、以下の点に留意することが必要です。

・特定感染症国内発生期間中であっても、旅館業の営業者は、旅館業法第４条の２の規定に基づいて協力の求
めを行うことも行わないこともできること
・旅館業の営業者は、旅館業法第４条の２の規定に基づく協力の求めについては、宿泊しようとする者の置か
れている状況等を十分に踏まえた上で、協力の必要性や内容を判断する必要があること
・旅館業の営業者は、医師の診断の結果の報告や客室等待機をはじめ、協力の求めについて、事実上の強制に
わたるような求めや威圧的な求めをすべきではないこと
・協力の求めの趣旨等について理解を得られるように丁寧に説明をした上で、協力の求めに応じることについ
て同意を得ることが考えられること





指定方法分類の考え方実施できる措置等分類

法律・人から人に伝染する疾病であること
・その感染力と罹患した場合の病態の重
篤性から危険性を判断

・対人：原則入院
・対物：消毒等の措置
（例外的に、建物への措置、交通の制
限等の措置もあり）

一類感染症
[エボラ出血熱、ペスト等]
（疑似症患者、無症状病原体保有
者も適用あり）

・対人：状況に応じて入院
・対物：消毒等の措置

二類感染症
[エボラ出血熱、ペスト等]
（疑似症患者、無症状病原体保有
者も適用あり）

・対人：特定職種への就業制
限
・対物：消毒等の措置

三類感染症
[エボラ出血熱、ペスト等]
（疑似症患者、無症状病原体保有
者も適用あり）

法律例示
＋政令

・動物、物件を介して人に感染する疾病
であること
・国民の健康に影響を与えるおそれあり

・動物への措置を含む消毒等
の措置

四類感染症
[エボラ出血熱、ペスト等]
（疑似症患者、無症状病原体保有
者も適用あり）

法律例示
＋省令

・国民の健康に影響を与えるおそれあり・国民や衣装関係者への情報
提供によって発生・拡大を防
止すべき感染症

五類感染症
[エボラ出血熱、ペスト等]
（疑似症患者、無症状病原体保有
者も適用あり）



①新型インフルエンザ（新たに人から人へ伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とする
インフルエンザで、一般に国民に免疫がない）

②再興型インフルエンザ（かつて世界的規模で流行したインフルエンザであって
その後流行することなく⾧期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したもので、
一般に現在の国民の大部分には免疫がない）

③新型コロナウイルス感染症（新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを
病原体とする感染症で、一般に国民に免疫がない）

④再興型コロナウイルス感染症（かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病原体とする感染症で、
その後流行することなく⾧期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したもので、
一般に国民の大部分には免疫がない）

このため、全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの

⇒実施できる措置等
・既知の感染症のうち、一～三類に分類されない感染症について、一～三類感染症に準じた対人、
対物措置を実施（適用する措置は政令で限定）

・かかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるもの
については、医療措置協定、流行初期医療確保措置、厚生労働大臣の総合調整、
外出自粛対象者の公費負担医療等も実施可能。



分類の考え方：
・既知の感染症であること
・一～三類感染症と同程度の危険性を有すること

⇒実施できる措置等
・既知の感染症のうち、一～三類に分類されない感染症について、一～三類感染症に準じた対人、
対物措置を実施（適用する措置は政令で限定）

・かかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるもの
については、医療措置協定、流行初期医療確保措置、厚生労働大臣の総合調整、
外出自粛対象者の公費負担医療等も実施可能。



分類の考え方：
・人から人に伝染すると認められること
・既知の感染症でないこと
・伝染力と罹患した場合の重篤度から判断した危険性が極めて高いこと

⇒実施できる措置等
・当初：都道府県知事が厚生労働大臣の指導・助言を得て又は指示を受けて応急対応する感染症
厚生労働大臣が都道府県知事に対し、対応について個別に指導・助言を行う

・症状などの特定が可能となった段階：政令による指定を行い対応する感染症（要件は随時見直し）
一類感染症に準じた対応を行う

上記いずれの場合も、医療措置協定、流行初期医療確保措置、厚生労働大臣の総合調整、外出自粛対象者
の公費負担医療等も実施可能



• 感染者から宿泊者及び従業員へのエアロゾル感染を防止

宿泊者が感染している場合、客室及び共用空間で比較的長い時間に感染性エアロゾルが発生する。換気が不十分な空間では濃度が上昇し、
その空間で宿泊者や従業員の吸引量が増加する。

A)客室の換気等の対策

感染者が滞在する客室で、他の宿泊者及び従業員が入室し感染性エアロゾルを吸引する可能性がある。また、感染した宿泊者が滞在する客室のエアロゾル
が廊下等の客室外の空間に流出することで、他の宿泊者及び従業員が感染性エアロゾルを吸引する可能性がある。

① 客室内での感染対策

目的：客室の感染性エアロゾルの濃度を下げる。

方法：客室の換気量確保、空気清浄機の利用、客室内の淀みの解消、CO2, PM等の空気質の測定

② 客室外での感染対策

目的：客室から感染性エアロゾルが流出することを防ぎ、廊下等の客室外の空間の感染性エアロゾルの濃度を下げる。

方法：客室の陰圧化（客室の排気量維持、廊下への給気量維持、客室の気密性の確保、客室の窓開けの防止）、廊下での空気清浄機の利用、CO2, PM
等の空気質の測定

B)共用空間（食堂、ホール、入浴施設等）の換気等の対策

感染者が利用する共用空間で、他の宿泊者及び従業員が感染性エアロゾルを吸引する可能性がある。なお、多数の人が同時に利用する食堂及びホールの対
策は、換気量の確保と効果的な換気方法＊が基本となる。

① 室内での感染対策

目的：共用空間の感染性エアロゾルの濃度を下げる。

方法：共用空間の換気量確保、空気清浄機の利用、効果的な換気の方法（エアロゾル発生が多い場所から排気）＊、CO2, PM等の空気質の測定

＊感染拡大防止のための効果的な換気について 令和４年７月14日（火）新型コロナウイルス感染症対策分科会より



空調換気方式給気方式

客室の陰圧給気経路
外
調
機

客室の気密性、
外調機給気量の
影響を受ける。

外調機から客室給気
口又はファンコイル
（FC）に給気

A ダクト
(Fig.1)

外
調
機
給
気

客室及び天井裏
の気密性、外調
機給気量の影響
を受ける。

外調機から天井裏経
由でファンコイル
（FC）に給気

B 天井裏利用

廊下が陽圧にな
り、客室が陰圧
になりやすい。

外調機から廊下経由
でドアアンダーカッ
トを介し客室に給気

C 廊下給気
(Fig.2,3)

廊下が陽圧にな
り、客室が陰圧
になりやすい。

廊下給気口に外気を
給気し、廊下経由で
ドアアンダーカット
を介し客室に給気

D 廊下給気

直
接
給
気

外部風、内外温
度差の影響を受
けやすい。

客室のサニタリーで
強制排気し、客室の
給気口（自然換気
口）から外気を供給

E 客室給気

外部風、内外温
度差の影響を受
けやすい。

廊下給気口と客室給
気口を併用

F 廊下給気
＋客室給気
(Fig.4)
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（24時間換気）

Fig.1 Fig.2

Fig.3
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対応換気効果の低下と感染性エアロゾル吸引の可能性
空調換気
方式

• ACで暖冷房が必要ない場合には、
ＡＣの送風やサーキュレーター
で攪拌して淀みを解消する。

• 廊下からドアアンダーカットを介して客室に給気される
場合、客室内でドアアンダーカットからサニタリーへの
ショートサーキットが発生する。

• 客室内に換気ムラが発生し、内部が高濃度になる。

• AC及びFCの風量が下がり客室内空気の攪拌が弱くなると、
換気のムラが顕著になる。

廊下
給気
(Fig.1)

• FCで暖冷房が必要ない場合には、
FＣの送風を運転して風量を維持
する。

• FCに清浄空気（外気）を、ダクト及び天井裏を介して給
気する場合、FCの風量によって換気効果が変化する。

• FCの風量が低下すると、客室の濃度が上昇する可能性が
ある。

FC給気
(Fig.2)

• 不在になっても、換気量を維持
する。

• 不在になっても、AC・FCの送風
やサーキュレータを一定時間運
転し、濃度を低下させる。

• サニタリー排気が停止すると、濃度が維持される。

• AC・FCが停止すると、換気効果が抑制される。

• 不在時の停止によって濃度が維持されるため、その後に
入室する従業員等が暴露する濃度が低下しない可能性が
ある。

• CO2濃度計を利用する場合、不在時に濃度が外気と同等
まで低下して外気ないと、自動補正によって、濃度が過
小評価される。

不在時
停止

• 給気口を塞ぎ、廊下給気によっ
て陽圧を保ち、空気の流れ方向
を安定させる。

• ドアのアンダーカットを塞ぎ、
給気口から外気導入を促進し、
流れ方向を安定させる。

• 給気口の通気は、外部風、内外温度差の影響を受け、客
室の気圧が変化しやすい。

• 換気量が変化するとともに、客室空気の廊下流出と廊下
空気の流入のいづれも発生する可能性がある。

• 客室の高濃度と廊下の濃度上昇の可能性がある。

給気口
(自然換気口)

(Fig.3)

stagnation

RA

AC

SA

EA OA

Room
Passage

short 
circuit

Fig.1 廊下給気によって生じる濃度上昇

給気のショートカット(入
口ドアのアンダーカット
からサニタリーへ)によっ
て、客室内に淀みが発生
し、在室者から発生した
エアロゾルの濃度が上昇
する。

FilterFanHeating coil

Cooling coil

FC

Fig.2 FCの風量による外気導入の変化

Fig.3 給気口による空気の流れの変化

給気口が風上側になると
外気が侵入し、風下側に
なると室内空気が流出す
る。また、内外温度差の
影響によっても、給気口
の流れ方向が変わる。
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RA
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Room
Passage

Ventilator



CO2濃度の測定と換気量の算出
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風量の測定A) 客室の換気性能

市中感染及びパンデミックが発生する前に、以下の方法を用いて換気性能を点検し必要な改善を行う。

特に、感染の疑いがある宿泊者を受け入れるための客室では、事前の点検と改善が重要である。

①風量の測定

サニタリーの排気口の風量を風量計等で測定する。

② CO2濃度の測定

客室使用時のCO2濃度の連続測定を行い、1000ppmを超えないことを確認する。

客室使用後の濃度変化から、減衰法を用いて換気量を換算する。

③差圧・気流の測定

客室と廊下の気圧差を測定し、客室の陰圧を確認する。ドアアンダーカットの気流方向をス

モークテスターで確認する方法もある。

B) 共用空間（食堂、ホール、入浴施設等）の換気性能

市中感染及びパンデミックが発生する前に、以下の方法を用いて換気性能を点検し必要な改善を行う。

① 風量の測定

給排気口の風量を風量計で測定する。なお、給排気口の形状などによって風量計で測定でき

ない場合がある。

② CO2濃度の測定

CO2濃度の連続測定を行い、満席の状態でも1000ppmを超えないことを確認する。

空間使用後の濃度変化から、減衰法を用いて換気量を換算する。なお、エアコン等の攪拌が

行われないと濃度むらが発生するために正確な換気量が得られない。

y = 437.78e-0.567x

R² = 0.9929
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風量計 風速計

 風量計によって排
気量（㎥/h)を測定

 風速計によって、
風速（m/h)を測定
し、断面積を考慮
して排気風量（㎥
/h）を算出

 CO2濃度の測定
・使用状態の連続データで、1000ppmを
超えないことを確認する。

・不在時の濃度変化から減衰法によって換
気量を換算する。
換気回数N＝0.567
空間容積V＝13.3×2.3＝30.6(㎥)
換気量＝N×V＝17.3(㎥/h)



区域分けだけでなく、
感染症の種類によって、
そのエリアの空調換気
（空気の流れ）を検討
する
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National Institute of Public Health, JAPAN

科目
Ⅲ.生活衛生監視業務に関する実務演習Ⅰ.生活衛生営業及び建築物衛生行政分野に関する体系的知識

3.1 施設見学（入浴施設等）事業者等に対し、生活衛生監視上の
課題について、正確な情報を提供する
ことができる。

1.1 わが国の監視・指導体制と行政実務関連法規及び諸規程を習得し、生活
衛生関係営業の衛生管理に係る監
視・指導業務において実践できる。

3.2 事例検討(グループ討議)- 最新の通知等

3.3 環境衛生監視指導の実践1.2 各種衛生管理要領に係る解説

- 環境衛生監視指導のポイント -

Ⅳ.その他- 監視の指導助言の実際 -

施設見学

Ⅱ.営業六法及び関連施設に係る研究分野の体系的知識

2.1 地方行政庁における監視指導の取組み生活衛生関係営業の衛生管理にお
ける現状、問題点、課題等を明確に
した上でそれらの改善・技術向上に
資する手段を検討して、解決に向け
た調査検討を主体的に遂行し、その
結果に基づいて実践できる。

2.2 レジオネラ菌の検査と対策

- 温泉入浴施設・迅速検査・取組状況 -

- 検査と衛生管理・指導の実務-

2.3 室内空気汚染と対策

2.4 害虫・ネズミ対策

- IPMの理論と実際 -

- トコジラミ等の対策実務 -

2.5 水道水質の管理と評価

2.6 給排水衛生設備
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